
　
市
で
は
、
平
成
23
年
度
に
策
定
し

た
﹁
あ
き
る
野
市
生
涯
学
習
推
進
計

画
　
あ
き
る
野
学
び
プ
ラ
ン
Ⅱ
﹂
に

基
づ
き
生
涯
学
習
の
充
実
を
図
っ
て

き
ま
し
た
が
、
多
く
の
市
民
が
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
、
子
ど
も
が

生
き
生
き
と
過
ご
せ
る
生
涯
学
習
活

動
へ
の
支
援
を
更
に
充
実
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
画
を
改

定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
︵
案
︶
に
つ
い
て
、
多

く
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
皆

さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

　
︵
市
役
所
４
階
︶
、
生
涯
学
習
ス

　
ポ
ー
ツ
課
︵
市
役
所
２
階
︶
、
五

　
日
市
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
各

　
東
京
都
で
は
、
首
都
直
下
地
震
を

は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
災

害
へ
の
備
え
と
し
て
、
一
人
一
人
が

自
ら
を
守
る
﹁
自
助
﹂
、
近
く
に
い

る
人
同
士
が
助
け
合
う
﹁
共
助
﹂
が

何
よ
り
大
切
な
こ
と
と
捉
え
、
意
欲

的
な
防
災
活
動
を
行
う
団
体
を
﹁
東

京
防
災
隣
組
﹂
と
し
て
認
定
し
て
い

　
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

　
い
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
　
６
月
２
日
㈫

　
か
ら
19
日
㈮
ま
で
に
、
Ａ
４
用
紙

　
な
ど
に
、
意
見
と
住
所
、
氏
名
、

　
電
話
番
号
を
記
入
し
、
送
付
し
て

　
く
だ
さ
い
︵
直
接
提
出
、
フ
ァ
ッ

　
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
も
受
け
付
け
ま

　
す
︶
。

※
電
話
で
の
意
見
は
受
付
し
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、

　
個
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
編

　
集
し
、
概
要
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
生
涯
学
習
ス
ポ

　
ー
ツ
課
生
涯
学
習
係
︵
〒
１
９
７

　
ー
０
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
、
直

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
活
動
を
広
く
紹

介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
内
各
地
域

の
さ
ら
な
る
取
組
を
促
す
と
と
も

に
、
地
域
の
防
災
活
動
の
活
性
化
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
市
か
ら
は
、
去
る
４
月
19
日
に
開

催
さ
れ
た
﹁
東
京
防
災
隣
組
第
四
回

認
定
式
﹂
に
お
い
て
、
五
日
市
地
区

防
災
・
安
心
地
域
委
員
会
が
認
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
第
一
回
の
増

戸
地
区
防
災
・
安
心
地
域
委
員
会
、

第
二
回
の
西
秋
留
地
区
防
災
・
安
心

地
域
委
員
会
、
第
三
回
の
多
西
地
区

防
災
・
安
心
地
域
委
員
会
に
続
き
、

４
年
連
続
と
な
り
ま
す
。

　
五
日
市
地
区
防
災
・
安
心
地
域
委

員
会
は
、
多
様
な
団
体
と
の
協
働
に

よ
る
地
域
防
災
力
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

強
化
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
お
り
、

﹁
安
否
確
認
旗
﹂
の
各
戸
配
布
や
各

世
帯
の
安
否
確
認
票
の
作
成
、
安
否

確
認
訓
練
の
実
施
、
避
難
所
管
理
運

営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
施
設
運
営

訓
練
の
実
施
な
ど
が
評
価
さ
れ
ま
し

た
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
安
全

　
係

　
通
５
５
８
・
１
５
６
０
、
　1

2
0

　1
0
1
@
a
k
iru

n
o
-in

fo
.to

k

　y
o
.jp

︶

　
こ
の
審
議
会
は
、
あ
き
る
野
市
個

人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
、
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
、
市
長
の
諮
問
を
受
け
て
、

審
議
す
る
も
の
で
す
。

▽
応
募
資
格
　
市
内
在
住
の
20
歳
以

　
上
の
方
︵
６
月
１
日
現
在
︶

▽
募
集
人
員
　
２
人

▽
任
期
　
８
月
１
日
〜
平
成
29
年
７

　
月
31
日

▽
報
酬
　
９
５
０
０
円
︵
審
議
会
開

　
催
ご
と
︶

▽
応
募
方
法
　
６
月
24
日
㈬
︵
消
印

　
有
効
︶
ま
で
に
、
﹁
あ
き
る
野
市

　
個
人
情
報
保
護
審
議
会
委
員
に
応

　
募
し
た
動
機
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
た

　
作
文
を
４
０
０
字
以
上
８
０
０
字

　
以
内
に
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、

　
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
郵

　
送
す
る
か
直
接
お
持
ち
く
だ
さ

　
い
。
ま
た
、
電
子
申
請
で
も
応
募

　
で
き
ま
す
。

※
電
子
申
請
の
場
合
、
作
文
は
電
子

　
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
選
考
方
法
　
作
文
に
よ
る
選
考

▽
そ
の
他
　
審
議
会
は
、
平
日
の
開

　
庁
時
に
開
催
し
ま
す
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
総
務
課
法
規
係

　
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１
４
　
二
宮

　
３
５
０
︶

　
第
10
特
別
弔
慰
金︵
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債
、
支
給
要
件

有
︶
の
請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日
︵
基

準
日
︶
に
お
い
て
、
﹁
恩
給
法
に
よ

る
公
務
扶
助
料
﹂
や
﹁
戦
傷
病
者
戦

　
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
は
、
６
月
初
旬
に
現

況
届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を

確
認
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現

況
届
は
引
き
続
き
手
当
を
受
け
る
資

格
が
あ
る
か
確
認
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。
期
限
ま
で
に
提
出
が
な
い
場

合
は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
の
支
給

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今

年
度
の
児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

書
も
兼
ね
て
い
ま
す
。
用
紙
が
届
か

な
い
方
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
子
育
て

　
支
援
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
２
５

　
０
︶

没
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
﹂
な
ど
を
受
け
る
方
︵
戦
没
者
な

ど
の
妻
や
父
母
等
︶
が
い
な
い
場

合
、
次
の
順
番
で
ご
遺
族
お
一
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

１
　
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

　
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

　
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

　
た
方

２
　
戦
没
者
の
子

３
　
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、
②

　
孫
、
③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計

　
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要

　
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

　
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４
　
前
記
１
〜
３
以
外
の
戦
没
者
な

　
ど
の
三
親
等
内
の
親
族
︵
甥
、
姪

　
な
ど
︶

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

　
続
き
一
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

　
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

▽
受
付
期
間
　
平
成
30
年
４
月
２
日

　
ま
で

▽
請
求
・
問
合
せ
　
生
活
福
祉
課
庶

　
務
計
画
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
９

　
２
７
︶

　
平
成
27
年
４
月
分
か
ら
の
年
金
支

給
額
は
、
公
的
年
金
の
額
が
現
役
世

代
の
賃
金
水
準
に
連
動
す
る
仕
組
み

か
ら
、
賃
金
が
上
昇
し
た
こ
と
や
過

去
に
物
価
が
下
落
し
た
際
、
年
金
額

は
据
え
置
か
れ
、
本
来
よ
り
も
高
い

水
準
︵
特
例
水
準
︶
と
な
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
調
整
な
ど
が
行
わ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
支
給
額
か
ら
0.9
　
分
増

額
と
な
り
ま
す
。

　
４
月
分
か
ら
の
年
金
額
︵
満
額
︶

は
次
の
と
お
り
で
す
。
６
月
か
ら
偶

数
月
の
15
日
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

▽
老
齢
基
礎
年
金
　
78
万
１
０
０
円

▽
障
害
基
礎
年
金

　●

１
級
…
97
万
５
１
０
０
円

　●

２
級
…
78
万
１
０
０
円

▽
遺
族
基
礎
年
金
︵
子
１
人
︶
　
１

　
０
０
万
４
６
０
０
円

　●

内
訳
…
基
本
額
78
万
１
０
０
円
、

　
加
算
額
22
万
４
５
０
０
円

▽
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
︶

　
空
き
地
な
ど
の
雑
草
を
放
置
し
て

お
く
と
、
害
虫
の
発
生
や
ゴ
ミ
の
不

法
投
棄
、
交
通
障
害
、
枯
草
火
災
の

発
生
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
住
み
良

い
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
、
空
き
地

の
所
有
者
や
管
理
者
の
方
は
早
め
に

草
刈
り
を
す
る
な
ど
、
空
き
地
の
適

正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
草
刈
機
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

　
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
お
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
生
活
環
境

　
係

東
京
防
災
隣
組
４
年
連
続
の
認
定

五
日
市
地
区
防
災
・

　
　
安
心
地
域
委
員
会
が

第
四
回
東
京
防
災
隣
組
に

　
　
　
認
定
さ
れ
ま
し
た

あ
き
る
野
市
個
人
情
報

　
保
護
審
議
会
委
員
を

　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

戦
没
者
な
ど
の

　
　
　
　
ご
遺
族
の
方
へ

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

の
現
況
届
と
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
の

　
　
申
請
を
忘
れ
ず
に
！

児童手当・児童育成手当の現況届

午前９時～午後５時（原則、土曜・日曜日、祝日を除く）

※６月10日・17日の水曜日は午後８時まで、６月13日の土曜日は午前９時から

　午後５時まで（正午～午後１時を除く）受け付けます。

郵送での申請も可能です。現況届(申請書)に同封の返信用封筒でお申込みください。

６月８日㈪〜30日㈫

①６月８日㈪～19日㈮（市役所１階市民コーナー特設窓口）

②６月22日㈪～30日㈫

（子育て支援課と五日市出張所）

②６月22日㈪～12月９日㈬

（子育て支援課と五日市出張所）

６月８日㈪〜12月９日㈬

子育て世帯臨時特例給付金

申
請
期
間
・
場
所

時
間

申
請
書
類
な
ど

・現況届（対象となる可能性のある

　方へ市からの通知と一緒に６月初

　旬にお送りします）は、以下を確

　認・準備の上で提出ください。

＊はんこ（郵送の方は忘れずに押印

　ください）

＊健康保険証の写し（請求者本人の

　もの）

＊その他の書類（該当する方のみ）

・申請書（対象となる可能性のある

　方へ市からの通知と一緒に６月初

　旬にお送りします）は、以下を確

　認・準備の上で提出ください。

※児童手当振込口座以外への振込み

　を希望する場合は、次の書類が必

　要になります。

＊振込希望の口座の通帳かキャッシ

　ュカードのコピー

＊本人確認書類（運転免許証・住民

　基本台帳カードの写しなど）

・公務員の方は所属庁に確認してく

　ださい。

パ
ー
セ
ン
ト


